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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
十
二
号

平
成
十
五
年
三
月
一
日
に
南
巨
摩
郡
南
部
町
及
び
富
沢
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
南
部
町
を

置
い
た
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
七
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
南
部
町
の
人
口
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
〇
、
八
六
三
人

山
梨
県
告
示
第
百
十
三
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四

十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
を
認
定
し
た
の

で
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
　
ク
レ
イ
ン
農
業
協
同
組
合
　
代
表

理
事
　
萩
原
公
夫

二
　
住
所
　
大
月
市
大
月
一
丁
目
十
四
番
五
号

山
梨
県
告
示
第
百
十
四
号

山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
禁
止
地
域
及
び
許
可
地
域
の
指
定
（
平
成
四
年
山
梨
県
告

示
第
百
十
五
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
の
（三）
の
１２
中
「
中
巨
摩
郡
白
根
町
大
字
在
家
塚
字
柳
原
五
八
四
番
五
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
在
家

塚
字
柳
原
五
八
四
番
五
」
に
改
め
る
。

二
中
１１
を
削
り
、
１２
を
１１
と
し
、
１３
を
１２
と
し
、
１４
を
１３
と
し
、
１５
を
１４
と
し
、
１６
を
１５
と
し
、
１１７

を
１６
と
し
、
１８
を
１１７
と
し
、
１９
を
１８
と
し
、
２０
を
１９
と
し
、
２１
を
２０
と
し
、
２２
を
２１
と
し
、
２３
を
２２
と

す
る
。

公
　
　
　
告

'

平
成
十
四
年
度
山
梨
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
合
格
者

山
梨
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
実
施
し
た
平
成
十
四
年
度
山
梨
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
の
合
格
者
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。平

成
十
五
年
三
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

岡
雅
文
　
黒
田
孝
一
　
小
川
貞
敏
　
五
味
聖
二
　
本
多
孝
行
　
内
田
剛
　
佐
野
洋
介

'

平
成
十
五
年
度
全
期
（
三
級
、
基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級
）
技
能
検
定
の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
度
全
期
（
三
級
、
基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級
）
技
能
検
定
の
実
施
に

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
二
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
〇
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年三

月
三
日

第
千
三
百
六
十
二
号

月　曜　日



つ
い
て
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
実
施
職
種
等

１
　
実
施
職
種

さ
く
井
、
鋳
造
、
鍛
造
、
機
械
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、

め
つ
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
陽
極
酸
化
処
理
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
機
械
保
全
、

電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、

染
色
、
ニ
ッ
ト
製
品
製
造
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
寝
具
製
作
、
紳
士
服
製
造
、
帆
布
製
品
製
造
、

布
は
く
縫
製
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
強
化
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練
り
製
品
製
造
、
建
築

大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管
、
型
枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
ウ
ェ
ル
ポ

イ
ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗
装
及
び
工
業
包
装

２
　
受
検
資
格

１
に
掲
げ
る
職
種
の
う
ち
三
級
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
種
に
係
る
基
礎
一
級
又
は
基
礎

二
級
に
合
格
し
た
者
に
限
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二
　
試
験
の
方
法

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験

三
　
日
程
等

１
　
実
技
試
験

（一）

実
施
期
日

山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

（二）

実
施
場
所

山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

（三）

問
題
の
公
表

あ
ら
か
じ
め
受
検
申
請
者
に
送
付
す
る
。

２
　
学
科
試
験

（一）

実
施
期
日

山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

（二）

実
施
場
所

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
の
二
　
山
梨
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

四
　
受
検
申
請
の
手
続

１
　
提
出
書
類

（一）

技
能
検
定
受
検
申
請
書

（二）

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

２
　
試
験
手
数
料

（一）

実
技
試
験

検
　
　
定
　
　
職
　
　
種

手
　
数
　
料

さ
く
井
、
鋳
造
、
鍛
造
、
機
械
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
一
万
五
千
七
百
円

築
板
金
、
工
場
板
金
、
め
つ
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
陽
極
酸
化
処
理
、
仕

上
げ
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
機
械
保
全
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組

立
て
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
染
色
、

ニ
ッ
ト
製
品
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
寝
具
製
作
、
帆
布
製
品
製
造
、
布

は
く
縫
製
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

成
形
、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練
り
製
品
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き

、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管
、
型
枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
熱
絶
縁
施

工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗
装
及
び
工
業

包
装

機
械
検
査
及
び
婦
人
子
供
服
製
造

一
万
三
千
円

（二）

学
科
試
験

三
千
百
円

３
　
手
数
料
の
納
付
方
法

実
技
試
験
の
手
数
料
（
四
の
２
の
（一）
に
定
め
ら
れ
た
額
）
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
技
能

検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。）
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
実
技
試

験
又
は
学
科
試
験
が
免
除
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
ま

た
、
申
請
書
を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合

で
も
、
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

４
　
受
付
期
間

随
時

５
　
提
出
先

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
の
二
　
山
梨
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
内
　
山
梨
県
職
業
能

力
開
発
協
会
（
電
話
〇
五
五
│
二
四
三
│
四
九
一
六
）

６
　
そ
の
他

（一）

申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。
な
お
、
申

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
二
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
日

一
〇
四



請
書
の
用
紙
の
郵
送
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
用
紙
請
求
」

と
朱
書
し
、
返
信
用
封
筒
（
あ
て
先
を
記
入
し
、
八
十
円
切
手
を
は
っ
た
も
の
）
を
同
封
す
る

こ
と
。

（二）

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書

在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
。
な
お
、
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を

証
す
る
書
面
を
同
封
す
る
こ
と
。

五
　
合
格
発
表
等

１
　
合
格
者
の
発
表

合
格
者
に
は
、
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
書
面
で
通
知
す
る
。

２
　
合
格
証
書
等
の
交
付

合
格
者
に
は
、
山
梨
県
知
事
の
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

六
　
そ
の
他

技
能
検
定
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
山
梨
県
商
工
労
働
観
光
部
職
業
能
力
開
発
課
又
は
山
梨
県
職

業
能
力
開
発
協
会
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

'

平
成
十
五
年
度
前
期
技
能
検
定
の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
技
能
検
定
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
実
施
職
種

１
　
一
級
及
び
二
級

園
芸
装
飾
、
造
園
、
金
属
熱
処
理
（
一
般
熱
処
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
機
械
加
工
（
普

通
旋
盤
、
フ
ラ
イ
ス
盤
、
ボ
ー
ル
盤
、
ジ
グ
中
ぐ
り
盤
、
平
面
研
削
盤
、
円
筒
研
削
盤
、
ホ
ブ
盤
、

数
値
制
御
旋
盤
、
数
値
制
御
フ
ラ
イ
ス
盤
及
び
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、

放
電
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
（
構
造
物
鉄
工
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
建
築
板
金
、

工
場
板
金
、
仕
上
げ
、
切
削
工
具
研
削
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て

（
回
転
電
機
組
立
て
、
配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
及
び
回
転
電
機
巻
線
製
作
に
係
る
も
の
に
限

る
。）、
産
業
車
両
整
備
、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
（
射
出
成
形
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施

工
、
と
び
、
左
官
、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
タ
イ
ル
張
り
、
畳
製
作
、
防
水
施
工
（
ウ
レ
タ
ン
ゴ
ム
系

塗
膜
防
水
工
事
、
シ
ー
リ
ン
グ
防
水
工
事
及
び
Ｆ
Ｒ
Ｐ
防
水
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
内

装
仕
上
げ
施
工
、
熱
絶
縁
施
工
（
保
温
保
冷
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
サ
ッ
シ
施
工
、
貴

金
属
装
身
具
製
作
、
表
装
、
塗
装
（
建
築
塗
装
及
び
金
属
塗
装
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
広
告

美
術
仕
上
げ
、
写
真
、
商
品
装
飾
展
示
及
び
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

２
　
三
級

園
芸
装
飾
、
造
園
、
金
属
熱
処
理
（
一
般
熱
処
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
機
械
加
工
、
電

子
機
器
組
立
て
、
和
裁
、
と
び
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
広
告
美
術
仕
上
げ
、
写
真
及
び
商
品
装
飾

展
示

３
　
単
一
等
級

路
面
標
示
施
工
（
溶
融
ペ
イ
ン
ト
ハ
ン
ド
マ
ー
カ
ー
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

二
　
試
験
の
方
法

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験

三
　
日
程
等

１
　
実
技
試
験

（一）

実
施
期
日

平
成
十
五
年
六
月
十
一
日
（
水
）
か
ら
同
年
九
月
七
日
（
日
）
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
別
に

山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

（二）

実
施
場
所

別
に
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

（三）

問
題
の
公
表

平
成
十
五
年
六
月
五
日
（
木
）
に
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三

十
番
地
の
二
）
の
提
示
板
に
掲
示
す
る
。
た
だ
し
、
一
部
の
職
種
に
つ
い
て
は
公
表
し
な
い
。

２
　
学
科
試
験

（一）

実
施
期
日

検
　
　
定
　
　
職
　
　
種

実
施
期
日

１
　
一
級
及
び
二
級

平
成
十
五
年
八
月
二

園
芸
装
飾
、
造
園
、
金
属
熱
処
理
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
産
業
十
四
日
（
日
）

車
両
整
備
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
と
び
、
防
水
施
工
、
サ
ッ
シ

施
工
及
び
塗
装

２
　
三
級

園
芸
装
飾
、
造
園
、
金
属
熱
処
理
、
和
裁
及
び
と
び

１
　
一
級
及
び
二
級

平
成
十
五
年
八
月
三

機
械
加
工
、
鉄
工
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
建
設
十
一
日
（
日
）

機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
左
官

、
畳
製
作
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
貴
金
属
装
身
具
製
作
、
広
告
美

術
仕
上
げ
及
び
商
品
装
飾
展
示

２
　
三
級

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
二
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
日

一
〇
五



機
械
加
工
、
電
子
機
器
組
立
て
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
広
告
美

術
仕
上
げ
及
び
商
品
装
飾
展
示

一
級
、
二
級
及
び
三
級

平
成
十
五
年
九
月
三

写
真

日
（
水
）

１
　
一
級
及
び
二
級

平
成
十
五
年
九
月
七

放
電
加
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、
仕
上
げ
、
切
削
工
具
研
日
（
日
）

削
、
電
気
機
器
組
立
て
、
石
材
施
工
、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
タ
イ
ル

張
り
、
熱
絶
縁
施
工
、
表
装
及
び
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

２
　
単
一
等
級

路
面
標
示
施
工

（二）

実
施
場
所

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
の
二
　
山
梨
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

四
　
受
検
申
請
の
手
続

１
　
提
出
書
類

（一）

技
能
検
定
受
検
申
請
書

（二）

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

２
　
試
験
手
数
料

（一）

実
技
試
験

a

一
級
、
二
級
、
三
級
（
s
の
表
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）
及
び
単
一
等
級

検
　
　
定
　
　
職
　
　
種

手
　
数
　
料

園
芸
装
飾
、
造
園
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
金
属
プ
一
万
五
千
七
百
円

レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、
仕
上
げ
、
切
削
工
具
研

削
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
産
業
車

両
整
備
、
建
設
機
械
整
備
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

成
形
、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工
、
と
び
、
左
官
、
ブ
ロ

ッ
ク
建
築
、
タ
イ
ル
張
り
、
畳
製
作
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、

熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
貴
金
属
装
身
具
製
作
、
表
装
、
塗
装
、

路
面
標
示
施
工
、
広
告
美
術
仕
上
げ
、
写
真
、
商
品
装
飾
展
示
及
び
フ

ラ
ワ
ー
装
飾

婦
人
子
供
服
製
造

一
万
三
千
円

s

三
級
（
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第

十
九
号
）
別
表
四
の
項
に
規
定
す
る
高
等
学
校
に
在
学
す
る
者
に
限
る
。）

検
　
　
定
　
　
職
　
　
種

手
　
数
　
料

園
芸
装
飾
、
造
園
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
電
子
機
器
組
立
て
、
一
万
五
百
円

と
び
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
広
告
美
術
仕
上
げ
、
写
真
及
び
商
品
装
飾

展
示

和
裁

七
千
七
百
円

（二）

学
科
試
験

三
千
百
円

３
　
手
数
料
の
納
付
方
法

実
技
試
験
の
手
数
料
（
四
の
２
の
（一）
に
定
め
ら
れ
た
額
）
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
技
能

検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。）
に
添
え
て
納
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
実
技
試

験
又
は
学
科
試
験
が
免
除
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
ま

た
、
申
請
書
を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合

で
も
、
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

４
　
受
付
期
間

平
成
十
五
年
四
月
三
日
（
木
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
水
）
ま
で

５
　
提
出
先

甲
府
市
大
津
町
二
千
百
三
十
番
地
の
二
　
山
梨
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
内
　
山
梨
県
職
業
能

力
開
発
協
会
（
電
話
〇
五
五
│
二
四
三
│
四
九
一
六
）

６
　
そ
の
他

（一）

申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
交
付
す
る
。
な
お
、
申

請
書
の
用
紙
の
郵
送
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
用
紙
請
求
」

と
朱
書
し
、
返
信
用
封
筒
（
あ
て
先
を
記
入
し
、
八
十
円
切
手
を
は
っ
た
も
の
）
を
同
封
す
る

こ
と
。

（二）

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書

在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
（
受
付
期
間
内
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。）。
な

お
、
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面
を
同
封
す
る
こ
と
。

五
　
合
格
発
表
等

１
　
合
格
者
の
発
表

合
格
者
の
氏
名
は
、
平
成
十
五
年
十
月
七
日
（
火
）
に
県
庁
東
側
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
、
書
面
で
通
知
す
る
。
な
お
、
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
一
方
に
合
格

し
た
者
に
は
、
書
面
で
通
知
す
る
。

２
　
合
格
証
書
等
の
交
付

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
二
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
日

一
〇
六



一
級
又
は
単
一
等
級
の
合
格
者
に
は
厚
生
労
働
大
臣
の
合
格
証
書
を
、
二
級
又
は
三
級
の
合
格

者
に
は
山
梨
県
知
事
の
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
合
格
者
に
技
能
士
章
を
交
付

す
る
。

六
　
そ
の
他

技
能
検
定
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
山
梨
県
商
工
労
働
観
光
部
職
業
能
力
開
発
課
又
は
山
梨
県
職

業
能
力
開
発
協
会
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

'

平
成
十
五
年
二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
二
級
建

築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、

同
法
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
財
団
法
人
建
築
技
術

教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
試
験
日
時

１
　
学
科
の
試
験

二
級
建
築
士
　
平
成
十
五
年
七
月
六
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

木
造
建
築
士
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
七
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

２
　
設
計
製
図
の
試
験

二
級
建
築
士
　
平
成
十
五
年
九
月
二
十
八
日
（
日
）
午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

木
造
建
築
士
　
平
成
十
五
年
十
月
十
二
日
（
日
）
午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号
　
山
梨
学
院
大
学
十
六
号
館

三
　
受
験
申
込
手
続

１
　
受
験
申
込
期
間

平
成
十
五
年
四
月
十
四
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時

ま
で

２
　
受
験
申
込
書
の
請
求
先

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
四
番
十
九
号
　
山
梨
県
建
設
会
館
四
階
建
築
士
会
事
務
所

３
　
受
験
申
込
書
の
提
出
先

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
四
番
十
九
号
　
山
梨
県
建
設
会
館
五
階
会
議
室

受
験
申
込
書
の
提
出
は
、
受
験
者
本
人
が
直
接
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
受
験
申
込
用

紙
は
、
平
成
十
五
年
四
月
七
日
（
月
）
か
ら
配
布
す
る
。

四
　
合
格
者
の
発
表

平
成
十
五
年
十
二
月
十
二
日
（
金
）
を
予
定
し
て
い
る
。
な
お
、
学
科
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
同

年
九
月
十
二
日
（
金
）
を
予
定
し
て
い
る
。

五
　
そ
の
他

設
計
製
図
の
課
題
は
、
平
成
十
五
年
六
月
二
十
五
日
（
水
）
か
ら
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及

セ
ン
タ
ー
の
各
支
部
及
び
山
梨
県
建
築
士
会
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
学
科
の

試
験
の
当
日
試
験
場
に
掲
示
す
る
。

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
飯
喰
字
村
西
一
二
六
三
の
五
、
一
二
六
五
の
三
及
び
一
二
六
五
の
四

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

南
巨
摩
郡
早
川
町
湯
島
七
十
三
番
地
　
天
野
邦
美

'

換
地
処
分
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
勝
沼
町
長
か
ら
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
地
区
名

菱
山
田
草
川
地
区

二
　
換
地
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
十
二
日

三
　
換
地
処
分
を
し
た
土
地
の
権
利
者
数

十
人

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
二
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
日

一
〇
七



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
六
十
二
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
日

一
〇
八

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
指
定
技
能
教
育
施
設
の
設
置
者
か
ら
当
該
指
定
技
能
教
育
施
設
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
渡
　
　
邊
　
　
　
　
　
彬

一
　
廃
止
す
る
指
定
技
能
教
育
施
設
の
名
称

富
士
吉
田
市
立
吉
田
准
看
護
婦
学
校

二
　
廃
止
の
時
期

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
山
梨
県
訓
令
甲
第
八
号
（
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令
）

四

下

二
十

再
資
源
化
シ
ス
テ
ム
推
進

再
資
源
化
シ
ス
テ
ム
推
進
室


